
  仙台湾南部海岸の直轄事業区間 

 仙台湾南部海岸は、仙台市から福島県との境までの約65kmにおよぶ
とても長い砂浜海岸です。 
 近年、波のちからにより海岸が削られる「海岸侵食」が急激に進み、
海岸堤防が壊れるなど大きな災害が発生しています。特に海岸侵食の
大きい山元海岸および岩沼海岸について平成12年度より国土交通省が
直轄事業として整備を行うことになりました。 
 海岸の侵食防止、背後地の浸水被害防止、環境及び利用面も兼ね備
えた砂浜の維持・再生、「比較的頻度の高い津波」を越える津波に対
する減災（浸水被害軽減、避難時間の確保）を目的とした海岸保全施
設の整備を実施します。 
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